
刊行物名称：浜松市地域防災計画

規格等：上質紙 A4、720頁、200部

※詳細は別紙「印刷仕様書」参照

　 200部

(定義）同等品とは、基本的に金額・品質共に同等以上の製品をいう。

＜納品について＞

組み立てして納品すること。納品前に検品チェックを行うこと。

＜その他＞

危機管理課計画調整グループ 担当　石原　卓哉

TEL：457－2537 ＦＡＸ：457－2530

否

令和6年3月19日（火）

納入場所

条　　件

及び

注意事項

数　　量

お問い合わせ先

品名規格

納入期限

納品は担当職員立会いのもと、実施すること。瑕疵があった場合は代替品を用意すること。

見積もり前に必要に応じてサンプルを確認すること/ インデックスを追加すること/ 頁
番号を付すること/ 目次等の頁に変更があればワードファイルの修正を行うこと/ 3-1
～3-3、6ｰ8：一部（計4ページ）カラー刷り・A4・両面印刷/ 4-5（箇所図）：カラー刷り・
A3・三つ折り・片面印刷・1枚/ 11-2、15-3：カラー刷り・A3・三つ折り・片面印刷・各1枚
/ 原稿作成のための用紙は、業者が支給すること/ 中扉（白色度70%程度以下、中厚
口5枚片面/ 表紙及び背表紙は、原稿打ちすること/ 令和5年度浜松市グリーン調達
方針等を考慮すること/ 入札・見積時に電子データ納品を含めた金額で入札・見積す
ること/校正は未製本の状態で行うこと

同等品

仕　　　様　　　書

契約Ｎｏ 件名 浜松市地域防災計画の印刷製本2023028063

浜松市役所危機管理課（浜松市中央区元城町103番地の2）

2016印刷業　　種



##

ページ

部（冊）

点 ・ 点

点

点

年 月 日

有

無

指示あり

（提供場所）

表面+裏面 1 色

概ね10部単位（簡易包装；上下当て紙）

無

Word、Excel、PDF、Power Point

無

文字校正 2 回 色校正 1

件　名 浜松市地域防災計画の印刷製本

×

石原　卓哉

事前協議

印  刷  仕  様  書 契約番号 2023028063

担当課 危機管理課 グループ 計画調整G

刊行物最適化

連絡先 457-2537

結果R05-310 承認

担当者氏名

印刷物種類

印刷方法

仕上寸法 本文 720Ａ４

刊行物発行最適化検討会議審査対象 審査

部数（冊数） 200

用紙種類
（自由記載）

●（表紙） 色上質特厚口

●（本文） 上質紙    Ａ判    35kg 

●（見返し） （前後 ページ分）

●用紙（サイズ・重さ） 上質紙    Ａ判    35kg    

サンプル品 浜松市役所危機管理課

印刷面・色数

完成品と同等レイアウト等

写真 カラー モノクロ

有

写真データ

イラスト/点数
表紙

本文

回

製　本

仕上げ加工

入稿媒体

使用ソフト

無線綴じ

その他

DVD-R

その他

見積もり前に必要に応じてサンプルを確認すること/ インデックスを追加すること/ 頁番号を付すること/ 目次等の頁に変更が
あればワードファイルの修正を行うこと/ 3-1～3-3、6ｰ8：一部（計4ページ）カラー刷り・A4・両面印刷/ 4-5（箇所図）：カラー刷
り・A3・三つ折り・片面印刷・1枚/ 11-2、15-3：カラー刷り・A3・三つ折り・片面印刷・各1枚/ 原稿作成のための用紙は、業者が
支給すること/ 中扉（白色度70%程度以下、中厚口5枚片面/ 表紙及び背表紙は、原稿打ちすること/ 令和5年度浜松市グリー
ン調達方針等を考慮すること/ 入札・見積時に電子データ納品を含めた金額で入札・見積すること/校正は未製本の状態で行
うこと

＊著作権が生じる場合、浜松市が権利を有するものとする。

冊子

オフセット（平版）

発行者･発行年月日の表示 発行者／ 浜松市危機管理監危機管理課 令和6年4月版

納入方法

納入場所（住所） 浜松市危機管理課（浜松市中区元城町103番地の2）

デジタルデータ作成 希望する ＰＤＦ（文字列検索可）（ＣＤ１枚）

納入期限 西暦 2024 3 19

発行年月日／

穴あけ

裁断

校正回数



 

■新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮しての本件に係る特記事項 

 

 

納入遅延等に対する入札参加停止措置等の不適用【臨時的特例措置対象】 

本件の落札者は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響（対象物品等を製造する工場等の  

休止又は製造規模縮小による遅延、流通停滞、落札者の事業所等の一時閉鎖、落札者従業員等

の感染、落札者の判断による感染拡大防止のための営業中止又は勤務形態の変更等）により、

対象物品の納入遅延その他契約の履行に支障が生じるとき又はそのおそれがあるときは、速や

かに本市（調達課）へ申し出ること。 

申出を受け、本市が納入遅延等を新型コロナウイルスの感染拡大の影響によるものと認める

ときは、落札者に対し、納入遅延等についての入札参加停止措置又は遅延損害金、違約金若し

くは損害賠償の請求は行わないものとする。ただし、納入遅延等により本市業務に支障が生じ

るときは、契約書の定めに基づき催告の上、契約を解除することがある。契約を解除したとき

は、本市は当該契約解除により落札者に生じた損失を負担しない。 

納入遅延等により契約期間その他契約内容等を変更する必要が生じたときは、落札者と本市

が協議して必要事項を定めるものとする。 

 


